	保安教育訓練実施基準
	分    類
	  業務(規)－（保）03

	
	適用範囲
	  東ソ－日向 (株)

	
	制定日
	  １９９５年１０月 １日


  
      (目   的)  
 　第１条  保安教育訓練実施基準（以下「この基準」という）は会社における保安教育
         訓練について定め、全従業員の保安上必要な事項を理解、周知徹底することに　　＊
より従業員及び会社の安全の確保と災害の防止を目的とする。

     （保安の範囲）
 　第２条  この基準における保安とは、別表に掲げる法律のうち保安、安全及び衛生に
         関する事項をいう。

     （教育訓練計画）
  第３条  品質管理室長は保安教育訓練について、年次計画を立案し、安全衛生委員会
         で審議し工場長の承認を得るものとする。

     （教育訓練担当者）
 　第４条  年間教育訓練計画に基づき又は、必要により随時教育訓練を行う場合の教育
訓練担当者は、各室・課ごとに行う場合は各室・課長又は室・課長の指名した　　＊
者が行う。その他会社全般については主任安全管理者又は主任衛生管理者が指
名した者とする。

     （教育訓練の実施）
 第５条
     １．教育訓練担当者は、年間教育訓練計画に基づき又は必要により随時教育訓練を
       行う場合、教育対象者の職務内容とその必要性、重要性等を勘案し細部計画を検
       討し教育訓練を行う。
     ２．教育訓練担当者は、必要に応じて作業主任者又はその代行者、各業務担当者及
       び学歴経験者等に依頼して行うことができる。

     （教育訓練結果の評価）
 　第６条  教育訓練担当者は、保安上特に重要と判断される教育訓練を行った場合には、
         朝礼、職場安全会議において又は特に機会を設け以下の各号に掲げる評価を行
         うことができるものとする。
       ①．口頭試験
       ②．筆記試験
       ③．実地試験
       ④．その他の方法

     （記録の作成及び保管）
 　第７条  教育訓練担当者は、教育訓練を行った場合又はその評価を行った場合は、そ
の結果を記録し、品質管理室長へ提出する。品質管理室長は工場長、関係各室　 ＊
・課に回覧の後、当該記録を保管する。

     （基準の管理）
 　第８条  この規程の管理は、品質管理室長が行う。  　　　　　　　　　　　　　　　　＊

                                 付    則
1 この細則は１９９５年１０月  １日より施行する。
           ②  ２００１年１０月１日一部改訂
           ③　２０１３年　８月１日一部改訂(品質管理課→品質管理室)





















